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農業資材審議会農薬分科会生物農薬評価部会（第３回） 

 

令和５年６月９日（金） 

１３：３０～１４：２０ 

農林水産省消費・安全局第３会議室 

（ＷＥＢ会議形式による開催） 

 

議 事 次 第 

 

   １ 開 会 

   ２ 議 事 

     （１）微生物農薬の評価及び評価に関する試験成績の取扱いの見直しについて（案） 

     （２）その他 

   ３ 閉 会 
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午後１時３０分 開会 

○楠川農薬対策室長 では、定刻となりましたので、ただいまから、農業資材審議会農薬分科会生物農薬評

価部会（第３回）を開催させていただきます。 

 委員の皆様におかれましては、大変お忙しい中、御出席いただきましてありがとうございます。 

 事務局を務めます農産安全管理課農薬対策室長の楠川です。部会長に議事をお願いするまでの間、進行を

務めさせていただきます。よろしくお願いします。 

 本日の部会はウェブ会議形式で開催いたします。また、公開で開催いたしますので、傍聴の方々にも参加

いただいております。 

 委員の皆様におかれましては、差し支えなければ、常時カメラをオンにしていただくようにお願いします。

発言希望等ございましたら、画面右側の参加者一覧の「挙手」のアイコンを押していただき、順にお願いし

たいと存じますが、急を要する場合などございましたら、座長からの合図を待たず、御自身でミュートを外

して御発言いただいても構いません。 

 また、チャットボックス機能もございますので、音声トラブル等ございましたら当該チャットボックスよ

り御連絡いただきますと幸いです。万が一の回線トラブル等の場合には、委員の皆様には事務局の緊急連絡

先をお知らせしておりますので、そちらまで御連絡いただければと思います。 

 本日の生物農薬評価部会は第３回目の会合となります。今回は「微生物農薬の評価及び評価に関する試験

成績の取扱いの見直しについて」を御審議いただきたいと思っております。 

 本日は、委員の先生方２名、臨時委員の先生１名、専門委員の先生方３名に御出席いただいております。

蜜蜂影響評価のため御出席いただく予定であった中村専門委員におかれましては、本日御欠席との連絡を頂

いております。お手元に、資料２「農業資材審議会農薬分科会生物農薬評価部会（第３回）出席者名簿」を

配布しておりますので、そちらも併せて御参照ください。 

 では順に、有江委員でございます。 

○有江座長 どうぞよろしくお願いいたします。 

○楠川農薬対策室長 小西委員でございます。 

○小西委員 よろしくお願いいたします。 

○楠川農薬対策室長 山本臨時委員でございます。 

○山本臨時委員 山本です。よろしくお願いします。 

○楠川農薬対策室長 山本臨時委員におかれましては、４月の改選により、今回の部会より審議に参加いた

だくことになりました。お力添えを頂きたく、是非よろしくお願いいたします。 

 後藤専門委員でございます。 
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○後藤専門委員 後藤です。よろしくお願いします。 

○楠川農薬対策室長 小坂専門委員でございます。 

○小坂専門委員 小坂でございます。よろしくお願いします。 

○楠川農薬対策室長 西専門委員でございます。 

○西専門委員 西です。よろしくお願いします。 

○楠川農薬対策室長 本部会は、農業資材審議会令第７条第１項で委員の過半数の御出席で会が成立すると

規定されております。本日は、委員２名、臨時委員１名の全員の御出席を頂いておりますので、本部会は成

立しておりますことを御報告申し上げます。 

 さて、議事に入ります前に、本日の配布資料について確認いただきたいと思います。 

 資料１が議事次第でございます。 

 資料２が、先ほども御覧いただいた出席者名簿でございます。 

 資料３が、「微生物農薬の評価及び評価に関する試験成績の取扱いの見直しについて（案）」でございま

す。 

 参考資料１が、微生物農薬の登録申請に係る安全性評価に関する試験成績の取扱いについて（局長通知）。 

 参考資料２が、微生物農薬の登録申請に係る安全性評価に関する試験成績の取扱いについて（課長通知）。 

 そのほか、参考資料３として農薬取締法。 

 参考資料の４として、農薬取締法第４条第１項第５号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める件。 

 参考資料の５から７までは農業資材審議会令及び関連する規則でございます。 

 参考資料の８として、生物農薬部会の第１回の資料４を参考として添付しております。 

 それでは、これからの議事進行は有江委員にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○有江座長 有江でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、本日はお忙しいところ御出席いただきまして、どうもありがとうございます。 

 進行中にシステム上のトラブル等が発生する可能性がありますけれども、その場合には事務局に御対応い

ただきますので、あらかじめ御承知おきいただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 本日は、微生物農薬の評価及び評価に関する試験成績の取扱いの見直しについて議論いただくということ

にしております。限られた時間になりますけれども、どうぞよろしく御議論、活発な御議論いただけますよ

うにお願いいたします。 

 それでは、議事に入っていきたいと思います。 

 資料３を御覧いただきたいと思いますが、微生物農薬の申請に関わる試験成績の取扱いについては、平成

９年に発出されました通知に基づいておりますけれども、令和４年10月７日に開催した第１回の生物農薬評



 4 

価部会において、この通知の改正方針について議論いたしました。 

 本日は、第１回生物農薬評価部会で議論した項目の検討の進捗及びこれらの検討を進める中で追加の検討

が必要と考えられた項目について、事務局から御説明いただいて、その後、議論をしたいと思います。 

 それでは、まず事務局の方から御説明いただけますよう、お願いいたします。よろしくお願いいたします。 

○髙橋課長補佐 農薬対策室の髙橋でございます。 

 そうしましたら、資料３に沿って御説明いたします。 

 最初に、１の背景でございます。 

 座長の方から御紹介ありましたとおり、平成９年に作成した「微生物農薬の登録申請に係る安全性に関す

る試験成績の取扱いについて」というものがございまして、局長通知でデータ要求、課長通知でテストガイ

ドラインを示しているという構成になっております。こちらの平成９年に制定した当時は、諸外国のデータ

要求やテストガイドラインを参照して作成しております。 

 その後、特に内容の改正が行われていないことから、最新の知見に基づく審査を行うために見直しを検討

しているところでございます。 

 先ほど御紹介ありましたとおり、令和４年の第１回生物農薬評価部会におきまして、改正の方向について

大筋御検討いただきましたので、本日は、その進捗及び追加で検討が必要と考えられる事項について御説明

いたします。 

 資料の２ポツのところでございます。 

 改正内容ですが、まず、（１）としまして代謝物に係る情報でございます。 

 現行のガイドラインでは毒素について情報を提出するという求めになっていますけれども、昨今、諸外国、

ＥＵ改正規則等の中で、もう少し広く代謝物、生物活性を有する代謝物について情報の要求がされていると

いうような状況を踏まえまして、毒素に限らず代謝物に関して基本的情報や、原体中濃度、暴露量推定に係

る事項を求めたらどうかということを前回御議論いただきました。 

 本日、更に御議論いただきたい点としまして、まず、この情報収集の対象とされます代謝物について、Ｏ

ＥＣＤの作業文書やＥＵのガイダンスを踏まえ、二次代謝物ということにしてはどうかと考えております。 

 まず、二次代謝物について、広く公表文献から基本的な情報を求め、さらに、その中でヒトに対して毒性

がある二次代謝物の産生があるというような情報がある場合には、原体中濃度ですとか暴露量推定に係る資

料を求めることにしてはどうかと考えております。 

 次のところですけれども、この二次代謝物の評価フローにつきましては、後ほど別紙１を岩田から御説明

したいと思いますので、この部分は先に進めます。 

 そして、今後の検討事項としましては、ガイダンスですとかこのフロー図が固まってくるタイミングで、
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この代謝物も一次代謝物と言われるもの、二次代謝物と言われるもの、また、その中に含まれる毒素、これ

らの用語の定義についても提案をしていきたいと考えております。 

 続きまして（２）番、皮膚感作性、それから刺激性、遺伝毒性に関するものでございます。 

 前回、現行の皮膚感作性試験につきまして、テストガイドラインの試験方法がかなり古いものになってい

るということで、最新のＯＥＣＤのガイドラインに沿った試験方法にしてはどうかということで、ＯＥＣＤ

テストガイドラインの406、429という微生物に適したものを要求するということにされたところでございま

す。 

 本日、更にもう少しテストガイドラインについて御議論いただきたいと考えておりまして、眼刺激性と遺

伝毒性でございます。こちらも昨今のＯＥＣＤのテストガイドラインでは、眼刺激性については代替法も含

めて、いろいろなテストガイドラインが提案されており、遺伝毒性につきましては、現行の化学物質の方の

ガイドラインが、この復帰突然変異、染色体異常、小核に加えて、遺伝子突然変異試験というのを求めてい

る状況でございますので、同じような構成にしたいという提案でございます。 

 それから、（３）番でございます。土壌微生物影響試験ですが、前回の御議論で、現行は試験データを求

めているという状況でございますけれども、昨今の欧米でこういった情報が特に求められていないというこ

とで、まず、公表文献で情報を収集した後、なかなかうまく考察ができない場合には試験を行うというよう

な提案としておりました。 

 本日御議論いただきたい点としまして、更に当方検討しましたところ、この土壌微生物影響試験のテスト

ガイドガイドラインは、土の中の菌数の測定のみを行っているという試験方法になっております。もう少し

土壌微生物を適切に評価できる試験方法あればいいですけれども、現状において、何か良い代替法が提案で

きるという状況にございません。また、欧米においても微生物を直接見るような試験の要求はされておりま

せん。これらを踏まえまして、まず、土壌微生物については、公表文献による土壌微生物への影響をしっか

り集めてもらうとともに、それらに基づく土壌微生物への影響についての考察を求めるというような第一段

階の要求とし、もしそれらの情報の中で土壌微生物に影響があるというふうに判断される場合には、環境中

の生残性等、環境中動態に係る試験を行うこととしてはどうかと考えております。 

 続きまして、次、（４）の公表文献でございます。 

 前回の議論で、こちら、いろいろと公表文献に基づく評価をしていくこともございますので、こういった

公表文献の集め方については、化学農薬と同じように、公表文献の収集、選択のためのガイドラインに従っ

て集めてもらうということを提案しております。また、微生物特有のキーワード等ございますので、必要な

ものをまたガイドラインに示していくということを御議論いただきました。 

 それで、今後の検討事項となりますけれども、評価フローですとかテストガイドラインが固まってきた段
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階で、文献についてのデータベースやキーワードの具体的なものをお示しして御議論いただきたいと考えて

おります。 

 それから、その他の事項でございます。 

 前回、薬効・薬害試験ですとか製剤の物理化学的性状に関しては別のガイドラインを参照していることか

ら、こちらの微生物ガイドラインの方に一本化してはどうかという提案をさせていただきました。 

 それから、新たな項目として今後検討いただきたい事項がございます。化学農薬の方でも原体規格という

のが入りまして、微生物についてもその辺り、例えば原体製造場の追加ですとか変更のときの判断、製造方

法変更等に係る場合の同等性の評価方法について検討いただきたいと考えております。 

 現状、農薬原体の同等性の評価方法として、以下のようなものを要求することを考えております。 

 まず一つ目としまして、農薬微生物の株の同等性に関して、まず遺伝情報を出してもらうというもの。 

 それから二つ目としまして、原体中の微生物、二次代謝物、添加物等の、いわゆる原体組成というものを

変更前と変更後で比較してもらう。 

 三つ目としまして、それらの変動のあった二次代謝物等の毒性について、農薬原体の毒性に影響を与える

かどうかということを、資料に基づき評価をしていきたいというふうに考えております。 

 ここまでが前回御議論いただいたことに関連する事項でございます。 

 続きまして、これに加えてもう少し検討いただきたいと考えている事項でございます。 

 まず、２－２の（１）番でございますが、単回経皮投与試験というものがございます。現行のガイドライ

ンの中で求めている試験ですけれども、こちら、単回経皮投与毒性を見ることに加えて皮膚の刺激性を評点

で同時に評価するという、併合のような形の試験方法になってございます。 

 一方で、昨今の欧米の評価方法でございますと、いわゆる経皮毒性試験と皮膚刺激性試験を別々に要求す

るというようになってございますので、日本のものについても皮膚刺激性試験を４時間の暴露という形で、

まず皮膚刺激性単独で評価してはどうかと考えております。 

 また、単回経皮毒性試験に関しては、単回経口投与毒性試験で影響があった場合に、第二段階として求め

ることとしてはどうかと考えております。 

 それから、４ページ目、（２）番、霊長類影響試験でございます。現行の微生物ガイドラインでは、農薬

微生物がウイルスの場合であって、細胞培養試験で哺乳動物細胞に感染が認められた場合等に繁殖毒性試験

等を求めることとしており、その中にこの霊長類影響試験があります。ただ一方で、欧米においても、もう

霊長類を用いた試験は要求していないこともあり、微生物ガイドラインにおいても当該試験の実施は不要と

してはどうかというふうに考えております。 

 続きまして（３）番、蜜蜂影響試験でございます。現行のガイドラインでは、農薬微生物が糸状菌である
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場合には成虫接触暴露試験を求めて、それ以外の細菌ですとかウイルスといった微生物の場合には経口暴露

試験を求めているというような状況でございます。今般、蜜蜂のまず潜在的な毒性を的確に判断するために、

全ての微生物農薬について成虫の経口暴露試験を要求して、さらに、接触による感染も考えられる糸状菌に

関しては成虫接触暴露試験も要求するとしてはどうかというふうに考えております。 

 それから、その他でございます。 

 別紙２、３を見ながらの御説明がいいかと思います。 

 別紙２を御覧ください。現行の微生物ガイドラインに示している、ヒトに対する安全性試験のデータ要求

のフローになってございます。 

 今回、いろいろ感染性があった場合ですとか毒性があった場合ということを場合分けしてフローになって

いるんですけれども、一部、最後の方、今回赤字で示している部分ですけれども、影響があった場合、なか

った場合に、どのような段階に進むのかという記載がない部分がございますので、それについて追記をした

いというふうに考えております。 

 それから、この第一段階試験で毒性があった場合は、今までは第三段階の方に行く流れになっていますが、

新たな提案としまして、後ほど説明する二次代謝物のフローへ進むというものでございます。 

 それから、別紙３でございます。こちらは、環境生物に関する影響の試験成績のフローになってございま

す。 

 まず表題、現行のものに合わせまして、家畜、こちら蜜蜂ですとか蚕に該当しますが、家畜と生活環境動

植物に関するものということで、表題を変えるとともに、この第一段階で影響があった場合に、これまでは

環境中動態に関する試験を求めて、暴露の可能性がある場合には対応を検討するというような形になってい

ますが、具体的な試験方法が示せない現状でございますので、こちらについては暴露の可能性がある場合に

はリスク管理措置を提案していただいて、その管理措置がどの程度の効果があるかを考察いただくというよ

うなことを考えております。 

 それから、第一段階試験のポツの３のところでございますが、藻類の試験を求めてございます。これまで

も植物影響試験の中で水田使用の場合は藻類の試験をやるということになっていましたが、ちょっと分かり

にくいので、こちらに明記するという形にしたいと考えております。 

 続きまして、フローの方、岩田の方から御説明いたします。 

○岩田専門官 農薬対策室の岩田です。 

 今般の見直しでは、二次代謝物等のヒトに対する影響評価について検討することとし、家畜や生活環境動

植物に対する影響は今後の課題とすることを考えております。今回の部会での御議論を踏まえて、事務局に

おいて二次代謝物のヒトに対する影響評価のためのガイダンスを作成し、微生物ガイドラインの改正案をお
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示しする際に併せて御提案できればと考えております。 

 それでは、別紙１について御説明します。 

 一番上の四角の中が公表文献により申請者に収集していただく情報です。 

 ①、二次代謝物等を産生する情報がある場合は、その名称、化学的構造。 

 ②、毒性に関する情報の有無。情報があった場合はその種類。例えば、遺伝毒性、発がん性、生殖毒性、

神経毒性といった情報があれば求めることを考えております。続いて、影響を受ける生物。これがヒトでな

ければ二次代謝物の影響評価においては評価が終了するということになります。そのほか、安定性や分解性

などの二次代謝物の毒性に関する情報。 

 ③、産生条件。二次代謝物等を産生するために必要な栄養、最適温度や湿度、宿主や標的害虫との接触の

必要性といったことを想定しています。また、微生物との作用機作との関係。例えば、標的病害虫との競争

のため、防除のため、宿主を弱らせるためといった、そういった情報があれば求めることを考えております。 

 ④、産生量について。微生物は、同種でも株によっては二次代謝物の産生能力に違いがあり、産生しない

ものもありますので、そういった情報を想定しております。 

 ⑤、二次代謝物の確認方法。同定方法や分析方法に関する情報や二次代謝物に関連する遺伝子が分かって

いれば、報告を求めることを考えています。 

 ⑥、毒性参照値。海外の評価書等で利用可能な無毒性量等の値、物質固有のデータがない場合には、あら

ゆる化学物質について、それ以下の暴露量では明らかな有害影響が表れないとするヒト暴露の閾値である毒

性学的懸念の閾値といったものを想定しております。 

 ⑦、そのほか評価に必要と思われる事項として、例えば農薬の保管条件では、微生物や二次代謝物が増殖

しないことの考察を求めることを考えております。 

 続いて、フローに移ります。 

 １番、ヒトに対する安全性試験で毒性影響が見られなかったとしても、文献検索により当該株がヒトに対

して毒性のある物質を産生する情報がある場合は１－Ａから１－Ｄに進みます。 

 当該株の文献情報がない場合には近縁株について情報収集を求めることになりますが、いずれにしても、

ヒトに対して毒性のある物質を産生する情報がなければ１－Ｂで評価終了となります。 

 近縁株でヒトに対して毒性のある物質を産生する情報があっても、遺伝子解析なので、当該株が産生しな

いことが示せれば評価終了となるのが１－Ｃです。 

 １－Ｄでは、ヒトに対して毒性のある物質を産生する場合は原体中濃度の測定を求めます。 

 １－Ｅでは、原体中濃度を用いて化学農薬で用いている方法に準じて使用者の推定暴露量を算出し、それ

が毒性参照値よりも低いことで使用者の安全性を担保できることの考察を求めています。 
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 １－Ｆでは、散布後に増加する可能性があるかどうか、農薬微生物の生物学的性質や二次代謝物の産生条

件、二次代謝物の特性、自然界中濃度といった定性的な評価から、環境中で増殖する懸念は小さいという考

察を求めています。 

 １－Ｇでは、原体中の二次代謝物等が全て残留すると仮定して算出した最大暴露量が毒性参照値よりも低

いことで、消費者へのリスクが懸念されないことの考察を求めています。 

 １－Ｆで定性的な評価による考察ができない場合、又は原体中の二次代謝物が全て残留すると仮定して算

出した最大暴露量と毒性参照値の比較では消費者のリスクが懸念されないことを示せない場合は、１－Ｈに

進み、使用基準に基づいて微生物農薬を散布し、二次代謝物の残留量を測定することになります。 

 毒性参照値を用いて使用者のリスクや消費者のリスクが懸念されないことを示せない場合は、３番に行っ

て、化学物質、化学農薬に準じた試験の実施・評価を行うことになります。 

 １番から右に下りて２番に進むものは、別紙２で二次代謝物のフローに進むというものと同じ矢印でして、

現行の微生物ガイドラインでもヒトへの安全性試験で毒性影響が見られた場合は、その原因物質を特定して

化学農薬物質に準じて試験を実施するとなっておりまして、それと同じ流れになります。 

 説明は以上です。 

○有江座長 御説明、どうもありがとうございました。事務局から、微生物農薬の評価及び評価に関する試

験成績の取扱いの見直しについて御説明を頂きました。 

 これから質疑をしたいと思いますけれども、まず、本日御欠席の中村専門委員から、蜜蜂影響評価に関し

まして御意見を頂いて預かっておりますので、私の方から御紹介いたします。 

 これは、皆さんには文書はないんですね。 

 はい、分かりました。じゃ、ゆっくり読み上げようと思います。 

 資料３の２－２、「上記の他に検討が必要と考えられた項目」のところに蜜蜂影響評価の、４ページ目の

上から二つ目、（３）の蜜蜂影響評価というところはございますけれども、ここについての御意見です。 

 蜜蜂では、細菌性疾病であるヨーロッパ腐蛆病について、原因菌の特定に長い時間が掛かった経緯がある。

これは、死亡した幼虫から他種の二次感染菌が分離され、それぞれが病原菌と推定されたためであるが、そ

のように死体上の細菌類とその病原性あるいはその死因、その関係を扱うことには一定の困難があると。微

生物農薬では、噴霧などによる接触暴露の場合、基材（培地など）が気門の閉塞などを招く可能性（製剤と

しての毒性と理解される）があり、感染とは異なるメカニズムで蜜蜂を死亡させる場合がある。蜜蜂も体表

への脂肪酸などの常時分泌による生体防御能を有しており、多くの糸状菌に対して耐性を持つ。蜜蜂のチョ

ーク病の原因となるハチノスカビ、アスコスフェレーラ・アピスや、ストーンブルードの原因となるアスペ

ルジャイラス・フラバスあるいはアスペルジャイラス・フーミゲータスは、幼虫にしか感染できないという
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のがそういう例だということでございます。しかし、成虫の気門の閉塞による死亡若しくは極度の代謝低下

によって生体防御能が喪失することで他種の糸状菌の感染が可能になることも考えられ、これを病理検査に

おいて感染死と見誤る場合もあり得ることには注意が必要だと思いますと。昆虫類では、食性及び消化管に

系統的な多様性が認められ、微生物毒、例えばＢＴ剤などの経口暴露影響は系統間で大きな差が見られる。

その点からも、全体として経口暴露による毒性試験でのスクリーニングが有効であると考える。ちなみに、

幼虫に感染するハチノスカビは経口感染であるが、同様に幼虫に感染するストーンブルードは経皮感染であ

る。糸状菌について接触暴露による毒性試験を要求すること自体は、その点でもリーズナブルと考えるとい

う御意見でございます。 

 これは３番のところの評価の仕方がよいんじゃないかという御意見だというふうに理解をしております。 

 今のことも含めて、委員の先生方、御意見、御質問等お寄せいただければと思います。それでは、いかが

でしょうか。 

 いかがでしょうか。何か御意見、御質問ございますでしょうか。 

 手挙げていらっしゃいます。 

 山本委員、手を挙げていらっしゃいますでしょうか。 

○山本臨時委員 はい。 

○有江座長 お願いいたします。 

○山本臨時委員 山本です。１点だけ質問したいんですけれども。 

○有江座長 はい、どうぞ。 

○山本臨時委員 ３ページの（５）のその他ですね。 

○有江座長 山本委員、すみません、ちょっと聞こえづらいんですが。 

○山本臨時委員 聞こえますか。 

○有江座長 今大丈夫です。 

○山本臨時委員 この原体の同等性のところで、どれぐらいの幅を持たせるのかというのはなかなか難しい

ところかなというふうに考えています。 

○有江座長 すみません、最初の方が聞こえづらかったのですが。 

○山本臨時委員 海外の情報などがあったら教えていただければと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○有江座長 すみません、最初の方がちょっと途切れ途切れだったので、もう一回お願いできますか。 

○山本臨時委員 はい。原体の同等性というのが難しいところだと思いますので、どれぐらいの幅を許容す

るのかということが、海外の情報とかがあったら教えていただければと思うんですけれども。 

○髙橋課長補佐 ちょっと今そこまで海外の情報がない状況でございますので、今後調べまして、御提案を
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する際に具体的なもので御検討いただければと思っております。 

○山本臨時委員 分かりました。ありがとうございます。 

○有江座長 ほか、いかがでしょうか。 

 そうしましたら、有江から、ちょっと２点、よろしいですか。 

 今の山本委員のところに関係するので、そちらの方からいきたいと思いますけれども、農薬微生物の株の

同等性を示す遺伝情報というのは、そのどこの遺伝子の部分を使うとかというのは、もう申請者というか開

発者に選んでもらうという理解でよろしいんでしょうか。 

○髙橋課長補佐 恐らく最初に出てくるときに、この株と同定するためにどこの部分を見て同定するという

情報は出てくると思います。 

○有江座長 ただ、大体その場合って種とかそういうレベルだと思うんですよね。この同等性というのはど

ういうふうに考えるかなんですけれども、例えば株によって二次代謝物が違うとか、途中で変わってしまう、

変異を起こす可能性があるので、どこを見るのかって非常に難しいなと思って、山本委員がおっしゃったど

のくらいの幅を持ってというところにも関係すると思うんですね。やってみないと分からないと思うんです

けれども、やはりそこのところはある程度考えなくちゃいけなくてっていうか、その場その場で考えていか

なくちゃいけないかもしれませんし、たとえゲノム情報を登録してもらったら100％同じじゃないといけない

かというと、多分そんなことはないと思うんですね。そのときに、どこの部分が同じであることが必要なの

かというような議論て大変難しいと思って、今は多分決められないんじゃないかと思うんですよ。ですので、

そういうことは今後検討していかなくちゃいけないことかなというふうに思ったところです。 

 それと、同じように、私が何か時間のあるときにいつも考えてしまっているんですが、二次代謝物という

のは、糸状菌の場合、いろいろ出ていて、要するに一次代謝物じゃないものというのは基本的にみんな二次

代謝物で、例えば最終段階じゃなくて中間体も全部二次代謝物に入ってくる可能性がありますので、その量

というのもかなり変わってくる。菌株によっても変わりますし、条件によっても変わってくると思うんです

ね。その毒性というのをどういうふうに理解したらいいんだろうかと。物の毒性というのは、低くても調べ

てしまえば毒性になりますので。 

 それと、先ほどあったところにあったように、二次代謝物のところで、生物活性を有するはいいんですが、

原体中濃度や暴露量を考えて、どれだけの量入っているのかというところから文献的で集めて、調べたら全

部毒性になるんじゃないかと思う。調べてないものに関しては書いていないだろうと思うので、それをどう

理解したらいいのかなと思っていまして。 

 ともかく糸状菌というのは二次代謝物の宝庫なので。これも簡単に答え出ないと思いますので、今後、走

りながらでも考えて、それで変えていくってことも必要なのかなと思ったところになります。 
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 ほかの委員の先生方、いかがでしょうか。 

 小西先生。 

○小西委員 よろしいでしょうか。 

○有江座長 はい、お願いします。 

○小西委員 今、有江先生がおっしゃった毒素の産生能に関してなんですけれども、先生がおっしゃるよう

に、条件とか株で全然変わってきてしまうということから、その原体に含まれていなくても、先ほどお示し

いただいた別紙１のフローで、１－Ｆというところで、現地で二次代謝物が増加する可能性がというのは常

にあるんではないか思うんですね。でも、このフローだと後ろの方に来ていまして、上の１－Ａというとこ

ろで、ヒトに対して毒性のある二次代謝物を産生する可能性があるというものだけがここに至ってくるわけ

なんですけれども、この１－ＡのところもUnknownのものがいっぱいあって、まだ報告されていないものがあ

るかもしれないっていうことになりますと、もうちょっと、この作物残留試験というものをどこか違う位置

に置いてみるというようなことは、現実的には難しいものなんでしょうか。 

○髙橋課長補佐 この１－Ｈの作物残留試験というのは、二次代謝物を計るというイメージです。代謝物が

具体的に構造まで分からないと、なかなかこの作物残留試験として分析ができない。Unknownの場合だと、結

局、その植物体で代謝物自体の量が計れないというジレンマがございまして、かなり絞り込んだところでと

いうのが現状の提案でございます。 

 また、先生の御意見踏まえて、どの辺で何ができるかということを含めて検討させていただければと思っ

ております。 

○小西委員 分かりました。じゃあ、ここの作物残留試験というのは、単なる細胞にまいて、死ぬ、生きる

というよりも、一つの物質として、既存のものの量を見るという、そういう試験ということなんですね。 

○髙橋課長補佐 はい、そうです。 

○小西委員 分かりました。ありがとうございます。 

○有江座長 ほか、いかがでしょうか。 

 ちょっと珍しいケースかもしれないですけれども、質問させていただいてよろしいですか。 

 例えば、現在販売されている農薬、生物農薬の中に水和剤のものがあるんですが、それが水和剤、要する

に水に溶かさない、懸濁しないで、そのままダクト散布をやる剤がございますよね。こういうものの二次代

謝産物の残留というのはどういうふうに理解したらいいですか。 

 一応、葉面で増えるというふうに一応はうたっているんですね。ただ、毎日散布なんで、そんな増えない

んだろうと思うんですけれども。 

 環境も変わりますので、多分水に溶かしたときの二次代謝産物と、直接撒いたときというのはまた違うだ
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ろうと思いますし。なので、そういうことを考えていると非常に悩ましいなと思っていまして。 

○髙橋課長補佐 確かに、どの段階のものでの代謝物を計るかというのも今後、定義というか想定が必要な

ものということで理解いたしました。 

○有江座長 ほか、いかがでしょうか。 

 ほか、ございませんか。 

○小西委員 小西ですけれども。 

○有江座長 はい、お願いいたします。 

○小西委員 ちょっと確認なんですが、先ほどの先生の蜜蜂影響試験でのコメントに関しては、どのように

今回の結論というか議論として反映させたいというふうに考えていらっしゃるのか、ちょっと教えていただ

きたいんですけれども。 

○有江座長 先ほど読ませていただいた文なんですけれども、私が誤解していなければ、４ページ目の（３）

のところに書いてある記述でよいんではないかという意見なんじゃないかというふうに理解をしているんで

すね。ですので、このままでいいんじゃないかと思うんですが、もしも必要でしたら、先生方にいただいた

コメントをお送りして、何か御判断いただく、あるいは御意見あったら頂くというようなことをしてもよろ

しいんですが。 

○小西委員 私、蜜蜂への影響は詳しくないのでお聞きしたいんですが、幼虫と成虫の感染率が違うような

お話があったんですが、この試験は成虫にしか対応していないわけですよね。この（３）の蜜蜂の影響は。 

○有江座長 はい、そうです。 

○小西委員 なので、幼虫への影響というのは、ここのガイドラインでは見なくてもいいという、そういう

理解でよろしいんでしょうか。 

○有江座長 成虫の気門の閉塞による死亡若しくは極度の代謝低下によって生体防御能が喪失することでい

ろんな菌が感染することが考えられて、懸念としては、その結果、いろんな菌が出てきちゃうので、本当の

病原菌かどうかは分かんない場合があるんじゃないかと、それが注意が必要だということなんですね。 

 ですので、試験のやり方というよりは、そこで出てくる菌をどう取り扱うのかというところのことをおっ

しゃっているのかなというふう思うんですが、後藤先生、何か御意見頂いたりできますか。 

○後藤専門委員 多分、巣の外に出て活動するのが成虫であるというところが１点あると思うんですよね。

幼虫は成虫が持ち帰ったものを食べるということで外界から来たものに接する可能性があるということだと

思います。成虫の場合、外へ出た後、多分グルーミングといって、変なものが付いていると虫は自分でそれ

を排除しようという、そういう活動をしますから、巣の中にいろんなものをたくさん付けた状態で帰ってく

る状態ではないというような気がするんですよね。餌として持ち込んだものがやっぱり一番幼虫に対して影
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響があるというようなことから、蜜蜂影響試験のところでは、まず成虫で見ているというような考え方にな

るのかなというふうには思います。 

 さきほどの御意見では、成虫の状態が悪くて抵抗性が低下していると、本来感染しないようなものが日和

見的に感染するというようなことが起きる懸念があるというお話だったんですけれども、試験に使う虫が、

良い状態で確保できていれば、その懸念は少し減るのかなというように感じました。 

 以上です。 

○有江座長 小西先生おっしゃった幼虫のことは、最後に先ほど読ませていただいたんですが、幼虫に感染

するハチノスカビは経口感染であるが、同様に幼虫に感染するストーンブルードは経皮感染なので、糸状菌

の場合には両方やることになっているから問題ないんじゃないかというふうに中村先生は書かれているんじ

ゃないかというふうに思うんですね。 

○小西委員 問題がないということなんですね。 

○有江座長 はい、というふうに私は理解をしたんですね。 

○小西委員 分かりました。確認をさせていただいたということです。ありがとうございます。 

○後藤専門委員 すみません、幼虫は対象になっていないということですよね。 

○有江座長 ええ、そうですね。４ページ目の（３）のところを御覧いただければと思います。 

○後藤専門委員 そうですよね。 

 成虫について経口と接触、両方やるか、あるいは片方であるかというところですよね。 

○有江座長 はい。 

○後藤専門委員 はい、分かりました。 

○有江座長 ほか、いかがでしょうか。 

 よろしいですか。 

 そうしましたら、議論も尽くしたような状況ですので、微生物農薬の評価及び評価に関する試験成績の取

扱いの見直しについては、御議論いただいた内容を基に、この部会で、まだ結論が出たわけではなくて、こ

れから検討していかなくちゃいけないことがあるかと思いますけれども、進めてまいりたいというふうに思

います。 

 皆さんから出た意見を少しどこかにメモ書きで付けておいて、将来何かがあったときにというか、今後変

化があったときに対応できるようにしといていただくことが大事かなというふうに思っていますので、基本

的に、これを原本として、そういうものを付けるということを、部会長、私に御一任いただけますでしょう

か。 

 「毒性」という表現をどういうふうに理解するのかとか、その閾値をどうするかとか、「二次代謝物」と
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いう言葉をどうするかとかというようなことは、今後まだ検討していかなくちゃいけないことだと思います

ので、検討事項をどこかに書いといたらいいのかなというふうに思いますので、そういう方向でよろしいで

しょうか。 

どなたか手を挙げていらっしゃいますね。 

○小坂専門委員 ありがとうございます。今の御説明で私は納得できました。よろしくお願いします。 

○有江座長 はい、ありがとうございます。 

 それでは、そういう方向で進めさせていただきますので、どうも活発な御意見、御討論、ありがとうござ

いました。 

 そのほか、先生方から何か御意見、御要望等ございますでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 ありませんようでしたら、本日予定していた議事は以上となります。 

 なお、次回のこの生物農薬評価部会の日程については未定でございますので、改めて事務局の方から御連

絡をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、進行役を事務局の方にお返しいたします。よろしくお願いします。 

○楠川農薬対策室長 本日は熱心に御審議いただきまして、厚く御礼申し上げます。 

 今回の議事要旨及び議事録につきましては、事務局で案を作成の後、委員の皆様に御確認を頂きまして公

開となります。 

 以上をもちまして、本日の農業資材審議会農薬分科会生物農薬評価部会を閉会いたします。どうもありが

とうございました。 

午後２時２０分 閉会 

 

 


